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 補助対象経費
①レジ等の本体（タブレット等を含む。）、
対応するソフトウェア導入に係る経費

②レジ付属機器
（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀ等）
③券売機
④設置に要する経費
（商品マスタ設定費、運搬費、設置費等）
（レジ設置時とは別に行う商品マスタの
設定も補助対象）

 補助率
原則３／４以内
※３万円未満のレジを１台のみ購入
する場合は４／５以内

 補助限度額
・レジ1台あたり20万円以内が上限
・商品マスタの設定、機器設置に要する
経費は1台あたり20万円を加算
・1事業者あたりの上限は200万円

①複数税率対応レジ等の導入等支援
(A型)

 補助対象経費
①電子的な受発注システム等の改修（
区分記載請求等保存方式に対応する
請求管理機能の改修を含む。）等に
要する経費
②パッケージ製品・サービスの導入に要す
る経費 等

 補助率
原則３／４以内

 補助限度額
・発注システム：1,000万円
・受注システム：150万円
※受注システム・発注システム両方の
場合は、1,000万円

②電子的受発注システム等の改修等支援
(B型)

 補助対象経費
①区分記載請求書等保存方式に対応
する請求書等の作成・発行を行うシス
テム等の開発・改修等に要する経費
②パッケージ製品の導入に要する経費
③対応する事務処理機器の導入経費

 補助率
原則３／４以内

 補助限度額
１事業者あたり：150万円以内
※補助対象経費や補助限度額等の詳細、
補助金申請方法等は、決まり次第、
軽減税率対策補助金事務局のホーム
ページでお知らせします。
（http://kzt-hojo.jp/）

③請求書管理システムの導入等支援
(C型)

消費税軽減税率対策費補助金の概要

小売段階の支援（BtoC) 流通段階の支援（事業者間取引：BtoB)

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、①複数税率対応レジ等の導入
等（A型）、②受発注システムの改修等（B型）、③区分記載請求書等への対応（C型）などを行うにあたって、その経費
の一部を補助する制度

赤字が拡充予定箇所

３
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中小企業・小規模事業者の定義（抜粋）
 軽減税率対策費補助金の対象事業者である「中小企業・小規模事業者」の定義は以下のとおり。
 「①資本金額又は出資総額」or「②従業員数」のいずれかを満たす事業者が対象

業種等 ①資本金額又は出資総額 ②従業員数
製造業・建設業・
運輸業・
その他の業種

３億円以下 ３００人以下

卸売業
１億円以下 １００人以下

小売業
５千万円以下 ５０人以下

サービス業
５千万円以下 １００人以下

旅館業
５千万円以下 ２００人以下

 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者
の2/3以上が上記の中小企業者

 中小企業支援法に規定される中小企業者（抜粋）
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補助金申請窓口（軽減税率対策補助金事務局）

補助金に関するご質問・ご相談・申請は、「軽減税率対策補助金事務局」まで。

[軽減税率対策補助金事務局ホームページ]

QRコードは
こちら！
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